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東海発電所第２７回定期検査の実施について 
 
当社、東海発電所（炭酸ガス冷却型；電気出力１６万６千キロワット）は、本年３月

３１日をもって営業運転を終了しましたが、燃料取出し、搬出期間中の設備保全のため、

電気事業法に基づく定期検査を本日から約３ヶ月の予定で実施します。 
定期検査を実施する主な設備は、下記のとおりです。 

 
（１）原子炉本体 
（２）原子炉冷却系統設備 
（３）燃料設備 
（４）放射線管理設備 
（５）廃棄設備 
（６）非常用予備発電装置 等 
 

以上 


